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2024年賃金確定要求に対する回答 

要   求 回   答 

１.給料表 

給料表については、国・他都市の較差

を踏まえつつ、大都市事情を十分考慮し

て検討すること。給与改定については、

人事委員会の勧告に基づいた取り扱いを

基本とすること。とりわけ、給与制度改

革において給料表の制度改悪が行われて

いることから、職員構成の実態を踏まえ、

早期に水準の回復をはかること。 

 

 

令和６年 11月８日に「令和６年度給与

改定等について」として提案したとおりで

ある。 

 

２.諸手当 

諸手当については、国・他都市の動向、

民間支給状況を見極めつつ、大都市事情

を考慮して検討すること。住居手当につ

いては、労使合意を前提に持家にかかる

手当の回復及び、制度の維持・改善をは

かること。また、扶養手当については、

職員それぞれの生活実態を踏まえた制度

となるよう改善をはかること。通勤手当

について改善をはかること。地域手当に

ついては、現行の支給水準を維持すると

ともに、本給繰り入れを基本に支給率の

改善をはかること。手当の改廃について

は、職務の実績を鑑み、慎重かつ適切に

対応すること。 

 

地域手当については、国等の制度を鑑み

ると、本給繰り入れを行うことは困難であ

る。 

３.初任給基準（中途採用者を含む）につ

いては、大都市事情を十分踏まえ検討を

行うこと。 

令和６年 11月８日に「令和６年度給与

改定等について」として提案したとおりで

ある。 

 

４.格付・昇格・昇給基準  

(2) 休職者等の昇給抑制者に対する復職

時調整の改善をはかること。 

 

 

(6）定年引き上げを踏まえた将来の人事

給与制度の全体像を見据え、55歳昇給

停止を廃止すること。 

 

休職者等の昇給抑制者に対する復職時

調整については、国等の制度を鑑みて一定

の措置を講じているため改善は困難であ

る。 

55歳以上の昇給抑制については、世代

間の給与配分の適正化の観点を踏まえ実

施しているものであり、国等の制度を鑑み

ると、廃止は困難である。 

 

５.専門職の給料表については、他都市・

人事院勧告の較差水準を踏まえつつ、大

都市事情を考慮して検討すること。特に、

令和６年 11月８日に「令和６年度給与

改定等について」として提案したとおりで

ある。 
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看護師については人材確保の観点から検

討すること。また、福祉職給料表につい

ては国・他都市の動向を注視しつつ、慎

重に調査・研究を行うこと。 

 

 

６.技能労務職給料表については、他都市

と比較して給与水準が低いことから改善

をはかること。 

令和６年 11月８日に「令和６年度給与

改定等について」として提案したとおりで

ある。 

 

７.保育士については、その職の社会的重

要性や国の動向等を踏まえた給与水準の

回復とともに昇格枠の拡大をはかるこ

と。また、幼稚園教諭の給料表について

は、小学校・中学校教育職給料表に戻す

こと。 

【給与 G】 

令和６年 11月８日に「令和６年度給与

改定等について」として提案したとおりで

ある。 

 

【人事 G】 

 

９.課長代理級については、その職務職責

を明確にするとともに、それに見合う給

与制度とすること。 

【人事 G】 

 

【給与 G】 

課長代理級の給与制度については、本市

人事委員会報告を踏まえた見直しを平成

27年 4月に実施したところである。 

 

10.職員が不安なく職務に専念できるよ

う、昇給・昇格条件の改善等を含めた人

事・給与制度を早急に構築すること。 

 

【給与 G】【人事 G】 

11.一時金の支給方法の改善をはかるこ

と。 

期末・勤勉手当の職務段階別加算制度に

ついては、平成 19年６月期から、職務･

職責の違いを明確に反映させるため、年功

的な要素である在級年数や年齢を加算対

象要件とすることを改めたところであり、

改正は困難である。 

 

13．「職員基本条例」に基づく相対評価に

よる給与反映は即時廃止すること。また、

人事評価結果の昇給制度への活用は、給

与制度改革の実施に伴い、評価結果が昇

給に反映されない組合員が多数存在する

ことも踏まえ、慎重に検討を行い十分な

交渉・合意により改善をはかること。 

 

 

 

 

【人事 G】【給与 G】 

人事評価の給与反映については、大阪市

職員基本条例においても、「人事評価の結

果は、任用及び給与に適正に反映しなれば

ならない。」としており、さらには、「昇給

及び勤勉手当については、人事評価の結果

を明確に反映しなければならない。」と規

定しているところであるが、これに関して

は、人事評価結果を活用しつつ給与反映方

法等を工夫することが、頑張っている職員
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に報いることであり、そのことが職員のや

りがいや、ひいては市民サービスの向上に

つながるものと考えている。 

令和５年度には、人事委員会からの意見

や職員アンケートの結果を踏まえ、職員の

資質、能力及び執務意欲の向上に一層つな

がる給与反映とするため、相対評価の分布

の割合を固定化した制度の見直しを行っ

た。 

引き続き、人事委員会からの意見や職員

アンケートを踏まえ、職員の執務意欲の向

上の観点から、検証・検討を行うとともに、

今後も協議を行ってまいりたい。 

18.その他  

(2) 休職者の生活保障の観点から支給内

容などの改善をはかるとともに、傷病手

当金附加金廃止の代替措置を講じるこ

と。 

【給与 G】 

休職者の給与については、平成 29年２

月に大阪市職員共済組合の傷病手当金附

加金の廃止があったという事情はあるも

のの、国・他都市の制度を鑑みて一定の措

置を講じているため、支給期間の延長及び

支給率の改定は困難である。 

 

【厚生 G】 

 

20．実施については、労使合意に基づくこ

ととし、労働基本権制約のもとでの生活

防衛の観点から、使用者責任を全うする

よう大阪市としての主体的な決着をはか

ること。 

 

（回答なし） 
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2024年賃金確定要求に対する回答（給与課諸手当部分） 

要   求 回   答 

２.諸手当 

諸手当については、国・他都市の動向、

民間支給状況を見極めつつ、大都市事情

を考慮して検討すること。住居手当につ

いては、労使合意を前提に持家にかかる

手当の回復及び、制度の維持・改善をは

かること。また、扶養手当については、

職員それぞれの生活実態を踏まえた制度

となるよう改善をはかること。通勤手当

について改善をはかること。地域手当に

ついては、現行の支給水準を維持すると

ともに、本給繰り入れを基本に支給率の

改善をはかること。手当の改廃について

は、職務の実績を鑑み、慎重かつ適切に

対応すること。 

 

住居手当については、令和元年度本市人

事委員会から本市における住居手当の在

り方について、国や他都市状況等を注視し

ながら調査・研究していくとした意見が出

されているところであり、今後の動向を注

視してまいりたい。 

扶養手当については、人事委員会の勧告

を踏まえ、別紙のとおり改定することとす

る。 

通勤手当については、令和４年４月１日

に認定基準の見直しを行ったところであ

るが、引き続き制度内容について十分な検

証を行うとともに、必要に応じて協議を行

ってまいりたい。 

16.夜間勤務手当及び超過勤務手当（深夜

超勤を含む）の支給率の改善をはかるこ

と。 

夜間勤務手当及び超過勤務手当（深夜超

勤を含む）の支給率については、本市職員

の水準が他都市と同水準であることを踏

まえると、改善を図ることは困難である。 

 

18.その他  

(7) 臨時・非常勤職員及び任期付職員の勤

務・労働条件については、地方公務員法

改正の趣旨などを踏まえた改善を行う

こと。会計年度任用職員制度について

は、正規職員との権衡を確保するととも

に、賃金水準の改善を行うこと。また、

再度の任用に関わって、不安定な雇用と

ならないよう、業務実態に応じた任用と

すること。 任期付職員制度については、

職の流動化や人件費抑制を意図する運

用を行わないこと。 

 

任期付職員の給与については、総務省通

知等を踏まえ、正規職員と同様の制度とす

るとともに、通勤手当の支給方法について

は、月途中で採用された場合等の特例を設

けているところである。 

会計年度任用職員制度については、地公

法改正の趣旨を踏まえ、総務省通知等を参

考に他都市との均衡を考慮して設計した

ところであるが、引き続き運用実態を注視

するとともに、勤務労働条件に関する課題

が生じた場合には、十分な交渉・協議等を

行ってまいりたい。 

 

19．新型コロナウイルス感染症の感染拡大

対応で得た経験を踏まえ、今後起こりう

る新興感染症に対し、市民及び職員の安

全を確保するためにも、業務執行体制の

構築はもとより、職員が安心して業務に

従事できるよう、職場環境の整備や制度

の充実をはかるとともに、業務実態を踏

まえた手当等の措置を講じること。 

新型コロナウイルス感染症にかかる特

殊勤務手当については、令和５年５月８日

から感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律上の位置付けが５

類感染症となり、国家公務員における新型

コロナウイルス感染症の特例措置が廃止

されたことから、本市においても同様に廃

止している。 
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今後新たな感染症が発生した場合には、

適宜国、他都市状況も踏まえ検討をしてま

いりたい。 

 


